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作有縁性（satpratyayakartṛtva）について

護　山　真　也

シャンカラスヴァーミンが著した Nyāyapraveśaka （NP）に対する玄奘の翻訳『因
明入正理論』のなかで，四相違の個所は東アジアの因明研究の伝統で活発な議論
を呼んだ難所として知られる．この議論では東アジア世界に十分に紹介されな
かったインド土着の対論者の概念が頻出するが，それらは必ずしもインド的な文
脈に合わせて理解されるものではない．各々の概念の正確な理解のためには，二
つの文化圏の議論を横断的に捉え，その解釈の変遷をそれぞれの思想史的な文脈
のなかで整理し直すことが必要になる．その一例として，以下では，ヴァイ
シェーシカ学派の存在論を前提とした「作有縁性」（satpratyayakartṛtva）に焦点をあ
て，この術語の本来の意味と因明学の伝統における解釈の変遷を明らかにする 1）．

1．NPにおける作有縁性とその背景

シャンカラスヴァーミンは擬似的論証因の一種である相違因を四種類に分類
し，その四番目に「有法差別相違因」（dharmiviśeṣaviparītasādhana）を挙げる．これ
は，対論者が提示する推論式の理由が，その推論式の主題（dharmin，有法）のう
ちに含意される特殊相（viśeṣa，差別）と対立する内容もまた論証してしまうとい
う過失を示す．

〔1〕NP 31.15–17: na dravyam na karman na guṇo bhāvaḥ, ekadravyavattvāt guṇakarmasu ca bhāvāt, 

sāmānyaviśeṣavat.〔T1630, 12a23–24: 有性非實非徳非業．有一實故，有徳業故．如同異性．〕
有性（bhāva）は，実体でも運動でも性質でもない．単一の実体を有し，かつ，性質・運動
に存立しているから．同異（普遍かつ特殊）のように．
〔2〕NP 31.19–21: ayam eva hetur asminn eva pūrvapakṣe ’syaiva dharmiṇo yo viśeṣaḥ 

satpratyayakartṛtvaṃ tadviparītam asatpratyayakartṛtvam api dravyādipratiṣedhavat sādhayati.〔T 

1630, 12a26–28: 此因即於前宗有法差別作有縁性，亦能成立與此相違作非有縁性，如遮實
等．〕この同じ理由が，（明言された論証対象である）〈実体などの否定〉を論証するのと同
様に，同じ先述の主張における主題の特殊相である「作有縁性」の反対である「非作有縁
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性」もまた論証する．

〔1〕は，ヴァイシェーシカ学派が有性を実体・性質・運動とは別の独立したカテ
ゴリーであることを立証するために提示した推論式である．ここで彼らの言外の
意図は，有性が最高位の普遍（大有）であることを証明することにあるのだが，
対論者の側は，その立論者の意図に抗して，この理由が「有性は有性（大有）で
はない」ことを帰結すること，すなわち，有法自相相違因（dharmisvarūpa-

viparītasādhana）の過失を犯すことを指摘できる 2）．そして，同じこの推論式の理由
は，有法差別相違因の過失も犯す．なぜなら，この理由は，立論者が意図する有
性（大有）の特殊相である「作有縁性」の反対の事柄を立証し得るからである．
では，この「作有縁性」とは何か．この術語の背景には，ヴァイシェーシカ学

派の存在論の体系のなかで有性（sattā）を規定する『ヴァイシェーシカ・スート
ラ』（Vaiśeṣikasūtra）I.2.4–8の議論があるが，とりわけ I.2.7が重要である．

VS 1.2.7: sad iti yato dravyaguṇakarmasu. それに基づいて，実体・性質・運動に関して「有る」
という（認識）が（生じる）ものが，（有性である．）3）

これを典拠として，satpratyayakartṛtvaの表現が提示される．直訳すれば，「『有る』
という認識を引き起こすこと」となろう．玄奘はこの語を，sat（有），pratyaya

（縁），kartṛ（作），tva（性）の対応から「作有縁性」の訳をあてたものと思られる．
では，玄奘門下の学僧たちはこの術語をどう解釈したのだろうか．

2．作有縁性に関する基の解釈

基の『因明入正理論疏』（大疏）では，『勝宗十句義論』を典拠として，実体・
性質・運動の三者が和合するとき，それらを「有（存在するもの）」と言語表現し，
同時にその三者に対して「有る」という認識を生み出す原因が有性（大有，有性）
であると規定される．

彼勝論立大有句義有實徳業．實徳業三和合之時，同起詮言，詮三爲有．同起縁智，縁三爲
有．實徳業三爲因能起有詮縁因即是大有，大有能有實徳業故．『十句論』説：「同句義云何．
謂有性．何等爲有性．謂與一切實徳業句義和合，一切根所取，於實徳業有詮智因，是名有
性」．智謂能縁．（『大疏』T44, 131b）

このうち，下線部は VS I.2.7を背景とする記述であるが，「有る」という認識（縁
智）のみならず言語表現（詮言）の原因として有性を規定する点は『十句義論』
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に特徴的である 4）．ここで基は『十句義論』の「智」を「能縁」と言い換えるこ
とで「作有縁性」の「縁」との連絡をつけ，さらに解説を続ける．

彼鵂鶹仙以五頂不信離實徳業別有有故，即以前因成立前宗言陳有性有法自相意許差別爲有
縁性．（a）有性同異有縁性同，詮言各別．故彼不取 5）．（b）心心所法是能縁性．有縁謂境，有
能縁故．謂境有體，爲因能起有縁之性．若無體者，心如何生．以無因故．縁無不生．如同
異性有一實故作有縁性體非實等，有性有一實亦作有縁性，故知體亦非實徳業．（c）此言
「有」者有無之有，作境因有能縁性故 6）．非大有也．若作大有縁性，能別不成．闕無同喩．
同異爲喩，所立不成．「有性」言陳有法自相．「作有縁性」「非有縁性」是自相上意許差別．
是故前因亦是有法差別之因．是本成故．（『大疏』T44, 131b12–25）

以上はウルーカ仙（鵂鶹仙）が弟子のパンチャシキー（五頂）に作有縁性を伝える
場面の解説であるが，下線部 （a） では，なぜシャンカラスヴァーミンが「有縁」
の表現を用いたのか，の理由が明かされる．それは「有縁性」は推論式の主題で
ある有性と同類例である同異（sāmānyaviśeṣa, 俱分，普遍かつ特殊）に等しく当ては
まるが，有性の場合と同異の場合とでは言語表現（詮言）は区別されるからであ
る．では，両者に共通する「有縁性」とは何か．
続く下線部 （b） がその答えとなるのだが，この記述は難解である．基はまず

「有縁性」の「縁」を説明して，それを「能縁」たる「心心所法」と言い換える．
それを前提として「有縁」を解せば，「『有る』という認識」の意味になるであろ
う．ところが，続く「有縁謂境，有能縁故」の句は，その解釈を拒絶する．漢語
としての「有縁」は「縁を有するもの」と読むことが可能であり，能縁たる心心
所法を有するもの，すなわち心の所縁となる対象（境）が「有縁」と理解され
る 7）．この場合，「作有縁性」は，有縁たる対象（有縁①）の本体を形成するとと
もに，「有る」という認識（有縁②）を起こす性質（能起有縁之性）の意味になる 8）．
筆者の理解が正しければ，基は「有縁」の二義性に着目し，「有る」という認識
のみならず，その認識を生み出す対象の側の契機をもこの一語の理解に込めたこ
とになる．

対象 認識

境〔有縁①〕＝実・徳・業

境体〔有縁性〕 
＝有性／同異

→（因果作用）→ 心・心所法（能縁） 
〔有縁②〕

このうち，有縁①はサンスクリット語の原義からは外れるが，基がこの解釈を
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加えた意図は，「作有縁性」が有性と同異の双方に適合することを示すことに
あったものと推測される．両者に共通性があることは有法自相相違因の解説で既
出であり（cf. 『大疏』T44, 131a1–3），基は「作有縁性」もまた両者に共通する性質と
見なしたのである．だが，そのことが後代の注釈者たちの混乱を招いた．
例えば，慧沼門下の道献は『義心』（『大疏抄』所引，T68, 674b16f.）において，「有

縁性」とは大有を認識（縁）する心の対象の側の性質なのか，それとも認識する
心の側の性質なのか（爲是縁大有心之境性，爲是能縁大有心性耶）という疑問を提示
しているが，このような問題設定それ自体に「有縁」をめぐる当時の解釈の揺れ
を見てとることができるだろう．「有縁」解釈の揺れに応じるように，中国・日
本の因明文献では「作有縁性」をめぐる複雑な解釈が幾つも提示されてきたのだ
が，管見の限り，次に示す善珠の解釈が基の真意に迫ったものである．

「有縁謂境」等者．「有縁性」者顯法有此方起有縁．有性若無，有法非有，有縁之智如何得
生．故有智生，必頼有性．由此有性非實徳業所縁之境．有能縁故名爲「有縁」．謂境有體
爲因能起有縁．（『明灯抄』T68, 385c8-13）
〔訳：〕「有縁謂境」云々．「有縁性」とは法にこれ（＝有性）があることでまさに「有る」
という認識（有縁②）が起きることを意味する．有性がなければ，存在する法が存在しな
い．（その場合，）「有る」という認識がどうして生じようか．だから，（そのような）認識
が生じるのであれば，（それは）必ず有性に依拠する．したがって，有性は，実体・性質・
運動という認識対象ではない．能縁（＝認識）を有するものであるから，「有縁（①）」と
言う．（実体等の）対象には（有性という）本体があり，（それが）原因となって，「有る」
という認識（有縁②）を起こす 9）．

善珠の解釈は，有縁の二義性を組み合わせた形で基の論述を読み解いており，
特に有性と作有縁性との関係に焦点を当てて，有性が有縁②の原因であることを
明確にしている．ここに示された構造は，先に示した筆者の理解とほぼ等しい．
注意しなければならないのは，これがあくまでも有性との関係から示された作有
縁性であり，同異にも適合する作有縁性の論述の場合にはむしろ有縁①の要素が
強調されるということである．すなわち，同異もまた，実体等の本体となり，そ
れに応じた認識（能縁）を生み出す原因となる点では，有性と等しい．これが基
の解釈した作有縁性である．
この点は，最後の下線部 （c） からも確認される．基は「作有縁性」の「有」が
有無の有を意味するのであり，大有を意味するのではないと述べ，実体等の対象
に内在する原因として，認識（能縁）を引き起こす作有縁性は大有のみならず同
異にもあてはまることを明らかにする．
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3．文軌の解釈との比較

以上の基の解釈は同時代の文軌の解釈と比較することで，その特色が一層明瞭
になる．文軌の解釈は蔵俊の『大疏抄』などに引用される次の断片から知られ
る．

心及心法體是縁慮．「有縁性」者，從境爲名名曰「有縁」．其大有性能作有縁，境界之性．
故言「作有縁性」．
〔訳：〕心と心法の本体は認識（縁慮）である．「有縁性」については，（認識の）対象に
従って名付けて「有縁」（「有る」という認識）と言う．大有性は，（その）「有る」という
認識（有縁）を引き起こすものであり，境界の性質である．それゆえ，「作有縁性」と言
う 10）．（『大疏抄』T68, 674b12–15）

文軌は「縁」を縁慮，すなわち認識の意味で解し，さらに「有縁」の有とは認
識の対象であることを明確にしている．そして，「作有縁性」とは大有性のこと
であり，その認識を引き起こす対象の側の性質であるとする．以上は，「作有縁
性」の原義に適うものである．
一方，基の解釈の方は，有縁に関して「有縁謂境」の句を付加することで，境

の本体となる有性あるいは同異が有縁②（「有る」という認識）の契機になるという
点を強調していた．これに対して，上記の断片を読む限り，文軌の方は，作有縁
性が有性（大有）のみに関わると見ている．作有縁性が同異にまで及ぶのか否か
で両者の解釈は決定的に異なる．
では，この相違点は何に由来するのだろうか．NPの記述を額面通りに読むな

らば，有法差別相違因において，立論者が提示する推論式は有法自相相違因で出
されたもの〔1〕と同一である以上，わざわざ作有縁性を主張の一部に取り込ん
だ推論式を別に想定する必要はないはずである．その点で文軌の解釈は妥当であ
る．ところが基の立場は異なる．彼は四相違を具体的な討論の場面から解説する
ため，この有法差別相違因の場合でも，それに応じた次のような二つの推論式の
対決を念頭に置いている．

立論者：有性は，実体・性質・運動とは異なり，かつ，作有縁性である．単一の実体を有
し，かつ，性質・運動に存立しているから．同異のように．
対論者：有性は，作有縁性（＝作大有縁性）ではない．単一の実体を有し，かつ，性質・
運動に存立しているから．同異のように．

この場合，立論者は推論式の主張を述べる際に，「実体等とは異なる」という論
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証対象と同じく，その限定句となる「作有縁性」もまた主題となる有性（大有）
と同類例となる同異の両者に適合するものとして提示せねばならない．仮にこれ
が立論者であるヴァイシェーシカ学派の側にだけ成り立つ表現（作大有縁性）だ
とすれば，基の指摘の通り，それは〈成立しない限定要素をもつ主張〉（能別不成）
等の過失を犯していると対論者から論難されるからである．
基による以上の「作有縁性」解釈は，有法自相相違因の推論式とは別に有法差

別相違因に特有の推論式を前提としてはじめて理解可能となる．そして，この立
場は，文軌のように「作有縁性」を大有にのみ適合するものとして理解する立場
とは一線を画している．

4．結語

すでに西山（2016）が具に指摘した点であるが，日本の因明学の伝統では，有
法差別相違因の推論式（作法）については，有法自相相違因の推論式と同一であ
るとする立場（本作法説）と，それとは別に「有性は作有縁性なり」という主張
をもつ推論式を前提とする立場（別作法説）とがあったことが知られている．そ
の区別に従えば，本稿の考察は基の立場を別作法説で一貫していたことを証明す
るための試みであったと言える．別作法説を採る場合，「作有縁性」という術語
は，ヴァイシェーシカ学派の本来の意図から外れて，推論式の同類例となる同異
にも適合するものとして解釈されなければならない．おそらくはそのことを意図
して，基は「有縁謂境」という無理のある解釈を「有縁」に対して与えたものと
推測される．対象（境）の本体となり，それに関する認識を生み出す原因となる
ものという点で，有性と同異とに違いはない．そこで基は，サンスクリット語の
原意に適う文軌のような解釈を改変して，大有と同異の共通性がより明瞭になる
「認識（能縁）を引き起こす対象（有縁＝境）を形成する性質」の理解をそこに織
り込んだのではないだろうか．基の解釈は，しばしばサンスクリット語の無理解
に基づくものと評されることがあるが 11），少なくとも「作有縁性」に関しては，
その評価は早計かもしれない．彼は「作有縁性」の本来の意味も熟知した上で，
ここでは有法差別相違因の別作法を示すために，敢えて強引な解釈を施したもの
と考えられるからである．

1）本稿は，拙論（護山2018）で不明なままに残した「作有縁性」に関する記述の不備を
補う目的をもつ．注は最低限にとどめる．四相違因をふくむ東アジアにおける仏教論理
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学研究の最新の情報については，後藤2018を参照されたい．
2）Cf. Moriyama 2019.
3）語句の補足はチャンドラーナンダの注釈に基づく．Cf. VSV 9.2: bhinneṣu dravyādiṣu 

triṣu yato jāyate ‘sat sat’ iti buddhiḥ sā sattā. なお，pratyayaの語は関連するプラシャスタパー
ダの記述に登場する．Cf. PDhS 81.14–15: sattānusambandhāt sat sad iti pratyayānuvṛttiḥ, tasmāt 
sā sāmānyam eva.

4）下線部を DP 21, 6f. （cf. Miyamoto 1996, 178）は yo dravyaguṇakarmasu sadabhidhānajñānahetuḥ, 
saiva sattāと還梵する．ただし，「智」の還梵には buddhi, pratyayaの可能性もある．また，
VSU 36, 17–19を参考にすれば「詮」の原語として vyavahāraが想定できるかもしれない．

5）中村（1960b, 165–166, fn. 12）が言う通り，この個所には「故彼不取心心所法是能縁
性」と一文にする読み方もあるが，「故に彼を取らず」で切る方を採用する．Cf.『明灯
抄』（善珠）T68, 385c4–7: 「故彼不取」者．謂但云有縁性，不得云詮言同也．故云「不取」．
詮言以有與同異別故．又解．彼宗以同異性爲能縁性，不取心等是能縁性．（「又解」以下
で善珠は第二解釈を挙げるが，「かの宗（＝ヴァイシェーシカ学派）では同異を〈能縁
性〉とする」という記述の意味は不明．）；『略註釈』（源信）は，「故彼不取」を次文につ
なげるかどうかで諸師の理解に相違があることを次のように示す．T69, 322a15–17：諸師
以故「彼不取」四字所屬不同．獻邑清同屬上句末．備屬下句首．周珠屬上下．

6）Tは「非作境因有能縁性故」と読むが，続蔵版（X86, 777b16）の「作境因～」を採用
する．観理の『私記』には「作境因～」「非作境因～」の両本があることが記録され，前
者が「勝」と評される（T66, 277b23–29）．源信の『略註釈』にも両本の読みが言及され
るが，彼は「両本俱無過」と評す（T69, 323c5–6）．ここでは下線部（b）との対応から
「境たる因を作し，能縁を有する故に」とする方が文脈に沿うと判断し，「作境因～」の
読みを採る．なお，趙城金蔵版は「作境同～」と読む．

7）中村（1960b, 197）は「有なりとの縁とは，謂はく，境なり」と訳すが，同書の fn. 13
で記される通り，「縁を有する」の理解の方が基の本意に適う．なお，熊（2001, 384）は
作有縁性について，有縁＝境に基づく一貫した解釈を示している．

8）Cf. 『略私記』（真興）T69, 362c7–9: 總意云：有性爲境有體，能起縁有性之能縁心．故有
性名「作有縁性」．

9）この後に「境界之性若無體者，心如何生」（T68, 385c13–14）と続く．「境界之性」を前
にかける読み方も可能だと思われるが，今は Tの読みに従う．

10）この文軌の文章は，「作有縁性」の二義として慧沼の『略纂』（『大疏抄』T68, 674b6–
11）に出され，『明灯抄』（T68, 385c15–20）でも言及される議論に類似している．Cf. 『略
纂』云：作有縁性者．此有兩解．一云：心及心法．體是縁有性者．從境爲名．名曰「有
縁」．二云．心及心法並有所縁．但是心等皆是有縁．非唯縁有．心等從境爲名．名曰有
縁．其大有性能作有縁境界之性．故言「作有縁性」．この最初の下線部は，このままで
は意味が不明であり，文軌疏に合わせて，「心及心法體是縁慮．「有縁性」者從境爲名．
名曰 「有縁」」と訂正すべきかと思われる．あくまでも推測の域を出ないが，慧沼は，
「作有縁性」に文軌流の解釈とそれに対抗した基の解釈があったことを理解していたの
ではないだろうか．しかし，そのテキストの伝承に混乱が生じたために，二つの解釈の
差が見えにくくなったのかもしれない．ともあれ，この二義については不明な点が多
く，今後の検討課題としたい．また，「其大有性能作有縁境界之性」を「その大有性は，
縁を有する境界の性となる」と読む可能性を湯銘鈞博士（復旦大学）より私信にてご教
示いただいた．この場合，文軌もまた「有縁」を「縁を有するもの」たる対象（境）と
して理解していたことになる．この点も再考を要するが，現時点での筆者の理解として
本文のものを提示する．
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作有縁性（satpratyayakartṛtva）について（護 山）

11）宇井1944, 中村（1960a, 4–10）等．
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